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○
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
免
許
の
有
効
期
間
）

（
免
許
の
有
効
期
間
）

第
十
三
条

免
許
の
有
効
期
間
は
、
免
許
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な

第
十
三
条

（
同
上
）

い
範
囲
内
に
お
い
て
総
務
省
令
で
定
め
る
。
た
だ
し
、
再
免
許
を
妨
げ
な

い
。

２

九
百
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
九
百
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
し
、
か
つ
、
空
中
線
電
力
が
五
ワ
ツ
ト
以
下
で
あ
る
無
線
局
で
あ
つ
て

、
適
合
表
示
無
線
設
備
の
み
を
使
用
す
る
も
の
の
免
許
の
有
効
期
間
は
、
前

項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
年
と
す
る
。

２

船
舶
安
全
法
第
四
条
（
同
法
第
二
十
九
条
ノ
七
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に

３

船
舶
安
全
法
第
四
条
（
同
法
第
二
十
九
条
ノ
七
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
船
舶
の
船
舶
局
（
以
下

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
船
舶
の
船
舶
局
（
以
下

「
義
務
船
舶
局
」
と
い
う
。
）
及
び
航
空
法
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
無
線

「
義
務
船
舶
局
」
と
い
う
。
）
及
び
航
空
法
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
無
線

設
備
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
航
空
機
の
航
空
機
局
（
以
下
「
義
務
航

設
備
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
航
空
機
の
航
空
機
局
（
以
下
「
義
務
航

空
機
局
」
と
い
う
。
）
の
免
許
の
有
効
期
間
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

空
機
局
」
と
い
う
。
）
の
免
許
の
有
効
期
間
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ず
、
無
期
限
と
す
る
。

ら
ず
、
無
期
限
と
す
る
。

（
無
線
局
に
関
す
る
情
報
の
公
表
等
）

（
無
線
局
に
関
す
る
情
報
の
公
表
等
）

第
二
十
五
条

総
務
大
臣
は
、
無
線
局
の
免
許
又
は
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一

第
二
十
五
条

（
同
上
）

項
の
登
録
（
以
下
「
免
許
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
き
は
、
総
務
省
令
で

定
め
る
無
線
局
を
除
き
、
そ
の
無
線
局
の
免
許
状
又
は
第
二
十
七
条
の
二
十

二
第
一
項
の
登
録
状
（
以
下
「
免
許
状
等
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事

項
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
公
表
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
事
項
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
は
、
自
己
の
無

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
事
項
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
は
、
自
己
の
無

線
局
の
開
設
又
は
周
波
数
の
変
更
を
す
る
場
合
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る

線
局
の
開
設
又
は
周
波
数
の
変
更
を
す
る
場
合
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る

場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
混
信
若
し
く
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
又
は
第
二

場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
混
信
又
は
ふ
く
そ
う
に
関
す
る
調
査
を
行
お
う
と
す

十
七
条
の
十
二
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
終
了
促
進
措
置
を
行
お
う
と
す

る
者
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
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る
者
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
調
査
又
は
当
該
終
了
促
進
措
置
を
行
う
た
め
に

当
該
者
に
対
し
、
無
線
局
の
無
線
設
備
の
工
事
設
計
そ
の
他
の
無
線
局
に
関

必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
者
に
対
し
、
無
線
局
の
無
線
設
備
の
工
事
設

す
る
事
項
に
係
る
情
報
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
提
供
す
る
こ

計
そ
の
他
の
無
線
局
に
関
す
る
事
項
に
係
る
情
報
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定

と
が
で
き
る
。

め
る
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
情
報
の
提
供
を
受
け
た
者
は
、
当
該
情
報
を
同
項

３

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
情
報
の
提
供
を
受
け
た
者
は
、
当
該
情
報
を
同
項

の
調
査
又
は
終
了
促
進
措
置
の
用
に
供
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利

の
調
査
の
用
に
供
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は
提
供
し

用
し
、
又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

て
は
な
ら
な
い
。

（
特
定
基
地
局
の
開
設
指
針
）

（
特
定
基
地
局
の
開
設
指
針
）

第
二
十
七
条
の
十
二

総
務
大
臣
は
、
陸
上
に
開
設
す
る
移
動
し
な
い
無
線
局

第
二
十
七
条
の
十
二

（
同
上
）

で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
項
を
確
保
す
る
た
め
に
、

同
一
の
者
に
よ
り
相
当
数
開
設
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、

電
波
の
公
平
か
つ
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
そ
の
円
滑
な
開
設
を
図

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
以
下
「
特
定
基
地
局
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
、
特
定
基
地
局
の
開
設
に
関
す
る
指
針
（
以
下
「
開
設
指

針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
陸
上
に
開
設
す
る
移
動
す

一

（
同
上
）

る
無
線
局
（
一
又
は
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
の
全
部
を
含
む
区
域
を

そ
の
移
動
範
囲
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
移
動
範
囲
に
お
け
る
当
該
電

気
通
信
業
務
の
た
め
の
無
線
通
信

二

移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域
（
放
送
法
第
九
十

二

（
同
上
）

一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
送
対
象
地
域
を
い
う
。
次
条
第
二
項

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
当
該
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送

の
受
信

２

開
設
指
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

（
同
上
）

一

開
設
指
針
の
対
象
と
す
る
特
定
基
地
局
の
範
囲
に
関
す
る
事
項

一

（
同
上
）

二

周
波
数
割
当
計
画
に
示
さ
れ
る
割
り
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
周
波

二

周
波
数
割
当
計
画
に
示
さ
れ
る
割
り
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
周
波

数
の
う
ち
当
該
特
定
基
地
局
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
周
波
数
及
び
そ

数
の
う
ち
当
該
特
定
基
地
局
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
周
波
数
及
び
そ

の
周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
事
項
（
現
に
そ
の
周
波
数
の
全
部
又
は
一
部

の
周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
事
項

を
当
該
特
定
基
地
局
以
外
の
無
線
局
が
使
用
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
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そ
の
周
波
数
に
つ
い
て
周
波
数
割
当
計
画
に
お
い
て
使
用
の
期
限
が
定
め

ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
周
波
数
及
び
そ
の
期
限
の
満
了
の
日
を
含
む

。
）

三

当
該
特
定
基
地
局
の
配
置
及
び
開
設
時
期
に
関
す
る
事
項

三

（
同
上
）

四

当
該
特
定
基
地
局
の
無
線
設
備
に
係
る
電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
確
保

四

（
同
上
）

す
る
た
め
の
技
術
の
導
入
に
関
す
る
事
項

五

第
二
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
号
括
弧
書
に
規
定
す

る
日
以
前
に
当
該
特
定
基
地
局
の
開
設
を
図
る
こ
と
が
電
波
の
有
効
利
用

に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
周
波
数
を
現
に
使
用
し
て
い
る

無
線
局
に
よ
る
当
該
周
波
数
の
使
用
を
同
日
前
に
終
了
さ
せ
る
た
め
に
当

該
特
定
基
地
局
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
が
行
う
費
用
の
負
担
そ
の
他
の

措
置
（
次
条
第
二
項
第
九
号
及
び
第
百
十
六
条
第
八
号
に
お
い
て
「
終
了

促
進
措
置
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
特
定
基
地
局
の
円
滑
な
開
設
の

五

当
該
特
定
基
地
局
の
円
滑
な
開
設
の
推
進
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要

推
進
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項

な
事
項

３

（
略
）

３

（
同
上
）

（
開
設
計
画
の
認
定
）

（
開
設
計
画
の
認
定
）

第
二
十
七
条
の
十
三

特
定
基
地
局
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
通
信
系
（

第
二
十
七
条
の
十
三

（
同
上
）

通
信
の
相
手
方
を
同
じ
く
す
る
同
一
の
者
に
よ
つ
て
開
設
さ
れ
る
特
定
基
地

局
の
総
体
を
い
う
。
次
項
第
五
号
及
び
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
放
送
系
（
放
送
法
第
九
十
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
放
送
系
を

い
う
。
次
項
第
五
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
ご
と
に
、
特
定
基
地
局
の
開
設
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
開
設
計
画
」
と

い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
、
そ
の
開
設
計
画
が

適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

開
設
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
す

２

（
同
上
）

る
特
定
基
地
局
以
外
の
特
定
基
地
局
に
係
る
開
設
計
画
に
あ
つ
て
は
、
第
七

号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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一

特
定
基
地
局
が
前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い

一

（
同
上
）

ず
れ
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
の
別

二

特
定
基
地
局
の
開
設
を
必
要
と
す
る
理
由

二

（
同
上
）

三

特
定
基
地
局
の
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
移
動
す
る
無
線
局
の
移
動
範
囲

三

（
同
上
）

又
は
特
定
基
地
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
に
係
る

放
送
対
象
地
域

四

希
望
す
る
周
波
数
の
範
囲

四

（
同
上
）

五

当
該
通
信
系
又
は
当
該
放
送
系
に
含
ま
れ
る
特
定
基
地
局
の
総
数
並
び

五

（
同
上
）

に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
基
地
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
及
び
開
設
時
期

六

電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
技
術
で
あ
つ
て
、
特
定
基

六

（
同
上
）

地
局
の
無
線
設
備
に
用
い
る
予
定
の
も
の

七

当
該
放
送
系
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
特
定
基
地
局
に
係
る
無
線
設
備
の

七

（
同
上
）

工
事
費
及
び
無
線
局
の
運
用
費
の
支
弁
方
法

八

事
業
計
画
及
び
事
業
収
支
見
積

八

（
同
上
）

九

終
了
促
進
措
置
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
終
了
促
進
措
置
の
内

容
及
び
当
該
終
了
促
進
措
置
に
要
す
る
費
用
の
支
弁
方
法

十

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

九

（
同
上
）

３

（
略
）

３

（
同
上
）

４

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

４

（
同
上
）

申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
周
波

数
を
指
定
し
て
、
同
項
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
開
設
計
画
が
開
設
指
針
に
照
ら
し
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

（
同
上
）

二

そ
の
開
設
計
画
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
。

二

（
同
上
）

三

開
設
計
画
に
係
る
通
信
系
又
は
放
送
系
に
含
ま
れ
る
全
て
の
特
定
基
地

三

開
設
計
画
に
係
る
通
信
系
又
は
放
送
系
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
特
定
基

局
に
つ
い
て
、
周
波
数
の
割
当
て
が
現
に
可
能
で
あ
り
、
又
は
早
期
に
可

地
局
に
つ
い
て
、
周
波
数
の
割
当
て
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

能
と
な
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

５

（
略
）

５

（
同
上
）

６

第
一
項
の
認
定
の
有
効
期
間
は
、
当
該
認
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
（

６

第
一
項
の
認
定
の
有
効
期
間
は
、
当
該
認
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を

前
条
第
二
項
第
二
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
周
波
数
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
総
務
省
令
で
定
め
る
。

の
開
設
計
画
の
認
定
に
あ
つ
て
は
、
十
年
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
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総
務
省
令
で
定
め
る
。

７

（
略
）

７

（
同
上
）

（
開
設
計
画
の
変
更
等
）

（
開
設
計
画
の
変
更
等
）

第
二
十
七
条
の
十
四

前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
に
係

第
二
十
七
条
の
十
四

（
同
上
）

る
開
設
計
画
（
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。

）
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）

４

総
務
大
臣
は
、
認
定
開
設
者
が
認
定
の
有
効
期
間
の
延
長
を
申
請
し
た
場

４

総
務
大
臣
は
、
認
定
開
設
者
が
認
定
の
有
効
期
間
の
延
長
を
申
請
し
た
場

合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
一
年
を
超
え
な
い
範

合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定

囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
期

間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

（
略
）

５

（
同
上
）

（
電
波
利
用
料
の
徴
収
等
）

（
電
波
利
用
料
の
徴
収
等
）

第
百
三
条
の
二

（
略
）

第
百
三
条
の
二

（
同
上
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
広
範
囲
の
地
域
に
お
い
て
同
一
の
者

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
広
範
囲
の
地
域
に
お
い
て
同
一
の
者

に
よ
り
相
当
数
開
設
さ
れ
る
無
線
局
に
専
ら
使
用
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

に
よ
り
相
当
数
開
設
さ
れ
る
無
線
局
に
専
ら
使
用
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
を
単
位
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る

て
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
を
単
位
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る

周
波
数
（
三
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
の
電
波
（
以
下
こ
の

周
波
数
（
三
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
の
電
波
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
広
域
専
用
電
波
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
免
許
人
は
、
電

条
に
お
い
て
「
広
域
専
用
電
波
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
免
許
人
は
、
電

波
利
用
料
と
し
て
、
毎
年
十
一
月
一
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
十
月
一
日
か
ら

波
利
用
料
と
し
て
、
毎
年
十
一
月
一
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
十
月
一
日
か
ら

始
ま
る
一
年
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
免
許
人
に
係
る
広
域
専
用
電
波
の
周

始
ま
る
一
年
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
免
許
人
に
係
る
広
域
専
用
電
波
の
周

波
数
の
幅
の
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
で
表
し
た
数
値
に
当
該
区
域
に
応
じ
同
表
の
下
欄

波
数
の
幅
の
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
で
表
し
た
数
値
に
当
該
区
域
に
応
じ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
に
八
千
七
十
八
万
六
千
六
百
円
（
別
表

に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
に
八
千
七
十
八
万
六
千
六
百
円
（
別
表

第
六
の
四
の
項
又
は
五
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
広
域
専
用
電
波
に
あ

第
六
の
四
の
項
又
は
五
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
広
域
専
用
電
波
に
あ

つ
て
は
、
百
四
十
七
万
九
千
百
円
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を

つ
て
は
、
百
四
十
七
万
九
千
百
円
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を

国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
広
域
専
用
電
波
を

国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
広
域
専
用
電
波
を

最
初
に
使
用
す
る
無
線
局
の
免
許
の
日
（
無
線
局
の
周
波
数
の
指
定
の
変
更

最
初
に
使
用
す
る
無
線
局
の
免
許
の
日
が
十
月
一
日
以
外
の
日
で
あ
る
場
合
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を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
当
該
広
域
専
用
電
波
を
使
用
で
き
る
こ
と
と
な
る
場

に
お
け
る
当
該
免
許
の
日
か
ら
同
日
以
後
の
最
初
の
九
月
末
日
ま
で
の
期
間

合
に
は
、
当
該
指
定
の
変
更
の
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
十

に
つ
い
て
の
こ
の
項
前
段
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
毎
年
十
一
月
一

月
一
日
以
外
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
免
許
の
日
か
ら
同
日
以
後
の

日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
十
月
一
日
か
ら
始
ま
る
一
年
の
期
間
に
つ
い
て
」
と

最
初
の
九
月
末
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
の
こ
の
項
前
段
の
規
定
の
適
用
に

あ
る
の
は
「
当
該
広
域
専
用
電
波
を
最
初
に
使
用
す
る
無
線
局
の
免
許
の
日

つ
い
て
は
、
「
毎
年
十
一
月
一
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
十
月
一
日
か
ら
始
ま

の
属
す
る
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
当
該
免
許
の
日
か
ら

る
一
年
の
期
間
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
広
域
専
用
電
波
を
最
初
に

同
日
以
後
の
最
初
の
九
月
末
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
」
と
、
「
得
た
額
」

使
用
す
る
無
線
局
の
免
許
の
日
（
無
線
局
の
周
波
数
の
指
定
の
変
更
を
受
け

と
あ
る
の
は
「
得
た
額
に
当
該
期
間
の
月
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
を
乗

る
こ
と
に
よ
り
当
該
広
域
専
用
電
波
を
使
用
で
き
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は

じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。

、
当
該
指
定
の
変
更
の
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
属
す
る
月

の
末
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
当
該
免
許
の
日
か
ら
同
日
以
後
の

最
初
の
九
月
末
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
」
と
、
「
得
た
額
」
と
あ
る
の
は

「
得
た
額
に
当
該
期
間
の
月
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

」
と
す
る
。

３

認
定
計
画
に
係
る
指
定
さ
れ
た
周
波
数
の
電
波
が
広
域
専
用
電
波
で
あ
る

３

認
定
計
画
に
係
る
指
定
さ
れ
た
周
波
数
の
電
波
が
広
域
専
用
電
波
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
計
画
に
係
る
認
定
開
設
者
が
そ
の
認
定
を
受
け

場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
計
画
に
係
る
認
定
開
設
者
が
そ
の
認
定
を
受
け

た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
（
認
定
計
画
に
係
る
指
定
さ
れ
た

た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
当
該
認
定
計
画
に
係
る
い

周
波
数
の
電
波
が
当
該
認
定
計
画
に
係
る
認
定
開
設
者
が
そ
の
認
定
を
受
け

ず
れ
の
特
定
基
地
局
の
免
許
も
受
け
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該
認
定
開
設
者

た
日
後
に
広
域
専
用
電
波
と
な
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
認
定
を
受
け

を
当
該
六
月
を
経
過
す
る
日
に
当
該
広
域
専
用
電
波
を
最
初
に
使
用
す
る
特

た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
又
は
当
該
指
定
さ
れ
た
周
波
数
の

定
基
地
局
の
免
許
を
受
け
た
免
許
人
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す

電
波
が
広
域
専
用
電
波
と
な
つ
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
。
以
下
こ
の
項
に

る
。

お
い
て
「
六
月
経
過
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
当
該
認
定
計
画
に
係
る
い
ず

れ
の
特
定
基
地
局
の
免
許
も
受
け
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該
認
定
開
設
者
を

当
該
六
月
経
過
日
に
当
該
広
域
専
用
電
波
を
最
初
に
使
用
す
る
特
定
基
地
局

の
免
許
を
受
け
た
免
許
人
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４
～

（
略
）

４
～

（
同
上
）

42

42

第
百
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の

第
百
十
六
条

（
同
上
）

過
料
に
処
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
同
上
）

八

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
情
報
を
同
条
第
二
項
の
調

八

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
情
報
を
同
条
第
二
項
の
調
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査
又
は
終
了
促
進
措
置
の
用
に
供
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用

査
の
用
に
供
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は
提
供
し
た

し
、
又
は
提
供
し
た
者

者

九
～
二
十
三

（
略
）

九
～
二
十
三

（
同
上
）

別
表
第
六
（
第
百
三
条
の
二
関
係
）

別
表
第
六
（
第
百
三
条
の
二
関
係
）

無

線

局

の

区

分

金

額

無

線

局

の

区

分

金

額

一
～
九

（
略
）

（
略
）

一
～
九

（
同
上
）

（
同
上
）

備
考

備
考

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
同
上
）

九

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
局
の
う
ち
第
百
三
条
の
二
第

九

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
局
の
う
ち
第
百
三
条
の
二
第

二
項
に
規
定
す
る
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
係
る
こ
の
表

二
項
に
規
定
す
る
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
係
る
こ
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
、

の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

イ

一
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

三
百
円

イ

一
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

三
百
円

ロ

二
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

三
千
円

ロ

二
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

三
千
円

ハ

四
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

千
九
百
円

ハ

四
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

千
九
百
円

ニ

五
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

千
三
百
円

ニ

五
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

千
三
百
円

ホ

六
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

五
千
四
百
円

十

（
略
）

十

（
同
上
）
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○
電
波
法
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
電
波
利
用
料
の
徴
収
等
）

（
電
波
利
用
料
の
徴
収
等
）

第
百
三
条
の
二

（
略
）

第
百
三
条
の
二

（
同
上
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
広
範
囲
の
地
域
に
お
い
て
同
一
の
者

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
広
範
囲
の
地
域
に
お
い
て
同
一
の
者

に
よ
り
相
当
数
開
設
さ
れ
る
無
線
局
に
専
ら
使
用
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

に
よ
り
相
当
数
開
設
さ
れ
る
無
線
局
に
専
ら
使
用
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
を
単
位
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る

て
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
を
単
位
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る

周
波
数
（
三
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
の
電
波
（
以
下
こ
の

周
波
数
（
三
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
の
電
波
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
広
域
専
用
電
波
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
免
許
人
は
、
電

条
に
お
い
て
「
広
域
専
用
電
波
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
免
許
人
は
、
電

波
利
用
料
と
し
て
、
毎
年
十
一
月
一
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
十
月
一
日
か
ら

波
利
用
料
と
し
て
、
毎
年
十
一
月
一
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
十
月
一
日
か
ら

始
ま
る
一
年
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
免
許
人
に
係
る
広
域
専
用
電
波
の
周

始
ま
る
一
年
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
免
許
人
に
係
る
広
域
専
用
電
波
の
周

波
数
の
幅
の
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
で
表
し
た
数
値
に
当
該
区
域
に
応
じ
同
表
の
下
欄

波
数
の
幅
の
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
で
表
し
た
数
値
に
当
該
区
域
に
応
じ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
に
九
千
五
百
十
四
万
八
千
九
百
円
（
別

に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
に
八
千
七
十
八
万
六
千
六
百
円
（
別
表

表
第
六
の
四
の
項
又
は
五
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
広
域
専
用
電
波
に

第
六
の
四
の
項
又
は
五
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
広
域
専
用
電
波
に
あ

あ
つ
て
は
、
百
七
十
七
万
四
千
九
百
円
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金

つ
て
は
、
百
四
十
七
万
九
千
百
円
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を

額
を
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
広
域
専
用
電

国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
広
域
専
用
電
波
を

波
を
最
初
に
使
用
す
る
無
線
局
の
免
許
の
日
（
無
線
局
の
周
波
数
の
指
定
の

最
初
に
使
用
す
る
無
線
局
の
免
許
の
日
（
無
線
局
の
周
波
数
の
指
定
の
変
更

変
更
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
当
該
広
域
専
用
電
波
を
使
用
で
き
る
こ
と
と
な

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
当
該
広
域
専
用
電
波
を
使
用
で
き
る
こ
と
と
な
る
場

る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
の
変
更
の
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

合
に
は
、
当
該
指
定
の
変
更
の
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
十

が
十
月
一
日
以
外
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
免
許
の
日
か
ら
同
日
以

月
一
日
以
外
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
免
許
の
日
か
ら
同
日
以
後
の

後
の
最
初
の
九
月
末
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
の
こ
の
項
前
段
の
規
定
の
適

最
初
の
九
月
末
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
の
こ
の
項
前
段
の
規
定
の
適
用
に

用
に
つ
い
て
は
、
「
毎
年
十
一
月
一
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
十
月
一
日
か
ら

つ
い
て
は
、
「
毎
年
十
一
月
一
日
ま
で
に
、
そ
の
年
の
十
月
一
日
か
ら
始
ま

始
ま
る
一
年
の
期
間
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
広
域
専
用
電
波
を
最

る
一
年
の
期
間
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
広
域
専
用
電
波
を
最
初
に

初
に
使
用
す
る
無
線
局
の
免
許
の
日
（
無
線
局
の
周
波
数
の
指
定
の
変
更
を

使
用
す
る
無
線
局
の
免
許
の
日
（
無
線
局
の
周
波
数
の
指
定
の
変
更
を
受
け

受
け
る
こ
と
に
よ
り
当
該
広
域
専
用
電
波
を
使
用
で
き
る
こ
と
と
な
る
場
合

る
こ
と
に
よ
り
当
該
広
域
専
用
電
波
を
使
用
で
き
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は

に
は
、
当
該
指
定
の
変
更
の
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
属
す

、
当
該
指
定
の
変
更
の
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
属
す
る
月

る
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
当
該
免
許
の
日
か
ら
同
日
以

の
末
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
当
該
免
許
の
日
か
ら
同
日
以
後
の

後
の
最
初
の
九
月
末
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
」
と
、
「
得
た
額
」
と
あ
る

最
初
の
九
月
末
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
」
と
、
「
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
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の
は
「
得
た
額
に
当
該
期
間
の
月
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

「
得
た
額
に
当
該
期
間
の
月
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

た
額
」
と
す
る
。

」
と
す
る
。

３
～
４

（
略
）

３
～
４

（
同
上
）

５

包
括
免
許
人
又
は
包
括
登
録
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
包
括
免
許
人

５

包
括
免
許
人
又
は
包
括
登
録
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
包
括
免
許
人

等
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
波
利
用
料
と
し

等
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
波
利
用
料
と
し

て
、
第
一
号
包
括
免
許
人
に
あ
つ
て
は
包
括
免
許
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日

て
、
第
一
号
包
括
免
許
人
に
あ
つ
て
は
包
括
免
許
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日

及
び
そ
の
後
毎
年
そ
の
包
括
免
許
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が
な

及
び
そ
の
後
毎
年
そ
の
包
括
免
許
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が
な

い
場
合
は
、
そ
の
前
日
）
の
属
す
る
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
開
設
し
て
い

い
場
合
は
、
そ
の
前
日
）
の
属
す
る
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
開
設
し
て
い

る
特
定
無
線
局
の
数
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
開
設
無
線
局
数

る
特
定
無
線
局
の
数
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
開
設
無
線
局
数

」
と
い
う
。
）
を
そ
の
翌
月
の
十
五
日
ま
で
に
総
務
大
臣
に
届
け
出
て
、
当

」
と
い
う
。
）
を
そ
の
翌
月
の
十
五
日
ま
で
に
総
務
大
臣
に
届
け
出
て
、
当

該
届
出
が
受
理
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
第
二
号
包
括
免

該
届
出
が
受
理
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
第
二
号
包
括
免

許
人
に
あ
つ
て
は
包
括
免
許
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日
及
び
そ
の
後
毎
年
そ

許
人
に
あ
つ
て
は
包
括
免
許
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日
及
び
そ
の
後
毎
年
そ

の
包
括
免
許
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
前

の
包
括
免
許
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
前

日
）
の
属
す
る
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
四
十
五
日
以
内
に
、
包
括
登
録
人

日
）
の
属
す
る
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
四
十
五
日
以
内
に
、
包
括
登
録
人

に
あ
つ
て
は
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
日
の
属

に
あ
つ
て
は
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
日
の
属

す
る
月
の
末
日
及
び
そ
の
後
毎
年
そ
の
登
録
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す

す
る
月
の
末
日
及
び
そ
の
後
毎
年
そ
の
登
録
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す

る
日
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
前
日
）
の
属
す
る
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
四

る
日
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
前
日
）
の
属
す
る
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
四

十
五
日
以
内
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
包
括
免
許
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
登

十
五
日
以
内
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
包
括
免
許
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
登

録
（
以
下
「
包
括
免
許
等
」
と
い
う
。
）
の
日
又
は
そ
の
後
毎
年
そ
の
包
括

録
（
以
下
「
包
括
免
許
等
」
と
い
う
。
）
の
日
又
は
そ
の
後
毎
年
そ
の
包
括

免
許
等
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
翌
日
）

免
許
等
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
翌
日
）

か
ら
始
ま
る
各
一
年
の
期
間
（
包
括
免
許
等
の
日
が
二
月
二
十
九
日
で
あ
る

か
ら
始
ま
る
各
一
年
の
期
間
（
包
括
免
許
等
の
日
が
二
月
二
十
九
日
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
そ
の
期
間
が
う
る
う
年
の
前
年
の
三
月
一
日
か
ら
始
ま
る
と

場
合
に
お
い
て
そ
の
期
間
が
う
る
う
年
の
前
年
の
三
月
一
日
か
ら
始
ま
る
と

き
は
翌
年
の
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
期
間
と
し
、
当
該
包
括
免
許
等
の
日
又

き
は
翌
年
の
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
期
間
と
し
、
当
該
包
括
免
許
等
の
日
又

は
そ
の
包
括
免
許
等
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が
な
い
場
合
は
、

は
そ
の
包
括
免
許
等
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が
な
い
場
合
は
、

そ
の
翌
日
）
か
ら
当
該
包
括
免
許
等
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の
期
間

そ
の
翌
日
）
か
ら
当
該
包
括
免
許
等
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の
期
間

が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
は
そ
の
期
間
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
は
そ
の
期
間
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
第
一
号
包
括
免
許
人
に
あ
つ
て
は
四
百
三
十

お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
第
一
号
包
括
免
許
人
に
あ
つ
て
は
三
百
六
十

円
（
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
及
び
当
該
無
線
局
を
通
信
の
相
手

円
（
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
及
び
当
該
無
線
局
を
通
信
の
相
手

方
と
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
二
百
円
）
に
、
第
二
号
包
括
免
許
人
に
あ

方
と
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
二
百
五
十
円
）
に
、
第
二
号
包
括
免
許
人

つ
て
は
別
表
第
六
の
上
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
従
い
同
表
の
下
欄
に

に
あ
つ
て
は
別
表
第
六
の
上
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
従
い
同
表
の
下
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掲
げ
る
金
額
に
、
包
括
登
録
人
に
あ
つ
て
は
四
百
五
十
円
（
移
動
し
な
い
無

欄
に
掲
げ
る
金
額
に
、
包
括
登
録
人
に
あ
つ
て
は
三
百
八
十
円
（
移
動
し
な

線
局
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
八
の
上
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
従
い
同

い
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
八
の
上
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
従

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
一
年
の
期
間
に
係
る
開
設

い
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
一
年
の
期
間
に
係
る

無
線
局
数
又
は
開
設
登
録
局
数
（
登
録
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日
及
び
そ
の

開
設
無
線
局
数
又
は
開
設
登
録
局
数
（
登
録
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日
及
び

後
毎
年
そ
の
登
録
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が
な
い
場
合
は
、
そ

そ
の
後
毎
年
そ
の
登
録
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が
な
い
場
合
は

の
前
日
）
の
属
す
る
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
開
設
し
て
い
る
登
録
局
の
数

、
そ
の
前
日
）
の
属
す
る
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
開
設
し
て
い
る
登
録
局

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
当
該
包
括
免
許

の
数
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
当
該
包
括

等
の
日
又
は
そ
の
包
括
免
許
等
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が
な
い

免
許
等
の
日
又
は
そ
の
包
括
免
許
等
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が

場
合
は
、
そ
の
翌
日
）
か
ら
当
該
包
括
免
許
等
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま

な
い
場
合
は
、
そ
の
翌
日
）
か
ら
当
該
包
括
免
許
等
の
有
効
期
間
の
満
了
の

で
の
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
は
、
そ
の
額
に
当
該
期
間
の
月
数
を
十

日
ま
で
の
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
は
、
そ
の
額
に
当
該
期
間
の
月
数

二
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
）
を
国
に
納
め
な

を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
）
を
国
に
納

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

包
括
免
許
人
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
包
括
免
許
等
の

６

包
括
免
許
人
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
包
括
免
許
等
の

日
又
は
そ
の
後
毎
年
そ
の
包
括
免
許
等
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日

日
又
は
そ
の
後
毎
年
そ
の
包
括
免
許
等
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日

が
な
い
場
合
は
、
そ
の
翌
日
）
か
ら
始
ま
る
各
一
年
の
期
間
に
お
い
て
、
当

が
な
い
場
合
は
、
そ
の
翌
日
）
か
ら
始
ま
る
各
一
年
の
期
間
に
お
い
て
、
当

該
包
括
免
許
等
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
月
の
末
日
又
は
そ
の
後
毎

該
包
括
免
許
等
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
月
の
末
日
又
は
そ
の
後
毎

年
そ
の
包
括
免
許
等
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が
な
い
場
合
は
、

年
そ
の
包
括
免
許
等
の
日
に
応
当
す
る
日
（
応
当
す
る
日
が
な
い
場
合
は
、

そ
の
前
日
）
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
開
設
し

そ
の
前
日
）
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
開
設
し

て
い
る
特
定
無
線
局
又
は
登
録
局
の
数
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
一
年
の
期
間
に
係

て
い
る
特
定
無
線
局
又
は
登
録
局
の
数
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
一
年
の
期
間
に
係

る
開
設
無
線
局
数
（
特
定
無
線
局
（
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無

る
開
設
無
線
局
数
（
特
定
無
線
局
（
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無

線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
既
に
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
届

線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
既
に
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
届
出
の
日
以
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
届
出
に

出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
届
出
の
日
以
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
届
出
に

係
る
特
定
無
線
局
の
数
、
特
定
無
線
局
（
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に

係
る
特
定
無
線
局
の
数
、
特
定
無
線
局
（
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
既
に
特
定
無
線
局
の
数
が
開
設
無
線
局

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
既
に
特
定
無
線
局
の
数
が
開
設
無
線
局

数
を
超
え
た
月
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
月
の
翌
月
以
後
に
お
い
て
は
、

数
を
超
え
た
月
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
月
の
翌
月
以
後
に
お
い
て
は
、

そ
の
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
開
設
し
て
い
る
特
定
無
線
局
の
数
）
又
は
開

そ
の
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
開
設
し
て
い
る
特
定
無
線
局
の
数
）
又
は
開

設
登
録
局
数
（
既
に
登
録
局
の
数
が
開
設
登
録
局
数
を
超
え
た
月
が
あ
つ
た

設
登
録
局
数
（
既
に
登
録
局
の
数
が
開
設
登
録
局
数
を
超
え
た
月
が
あ
つ
た

場
合
は
、
そ
の
月
の
翌
月
以
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
月
の
末
日
現
在
に
お
い

場
合
は
、
そ
の
月
の
翌
月
以
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
月
の
末
日
現
在
に
お
い

て
開
設
し
て
い
る
登
録
局
の
数
）
を
超
え
た
と
き
は
、
電
波
利
用
料
と
し
て

て
開
設
し
て
い
る
登
録
局
の
数
）
を
超
え
た
と
き
は
、
電
波
利
用
料
と
し
て

、
第
一
号
包
括
免
許
人
に
あ
つ
て
は
当
該
開
設
し
て
い
る
特
定
無
線
局
の
数

、
第
一
号
包
括
免
許
人
に
あ
つ
て
は
当
該
開
設
し
て
い
る
特
定
無
線
局
の
数
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を
当
該
超
え
た
月
の
翌
月
の
十
五
日
ま
で
に
総
務
大
臣
に
届
け
出
て
、
当
該

を
当
該
超
え
た
月
の
翌
月
の
十
五
日
ま
で
に
総
務
大
臣
に
届
け
出
て
、
当
該

届
出
が
受
理
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
第
二
号
包
括
免
許

届
出
が
受
理
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
第
二
号
包
括
免
許

人
又
は
包
括
登
録
人
に
あ
つ
て
は
当
該
超
え
た
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
四

人
又
は
包
括
登
録
人
に
あ
つ
て
は
当
該
超
え
た
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
四

十
五
日
以
内
に
、
当
該
超
え
た
月
か
ら
次
の
包
括
免
許
等
の
日
に
応
当
す
る

十
五
日
以
内
に
、
当
該
超
え
た
月
か
ら
次
の
包
括
免
許
等
の
日
に
応
当
す
る

日
（
応
当
す
る
日
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
前
日
）
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で

日
（
応
当
す
る
日
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
前
日
）
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で

又
は
当
該
包
括
免
許
等
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
の
前

又
は
当
該
包
括
免
許
等
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
の
前

月
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
第
一
号
包
括
免
許
人
に
あ
つ
て
は
四
百
三
十
円

月
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
第
一
号
包
括
免
許
人
に
あ
つ
て
は
三
百
六
十
円

（
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
及
び
当
該
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方

（
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
及
び
当
該
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方

と
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
二
百
円
）
に
、
第
二
号
包
括
免
許
人
に
あ
つ

と
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
二
百
五
十
円
）
に
、
第
二
号
包
括
免
許
人
に

て
は
別
表
第
六
の
上
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
従
い
同
表
の
下
欄
に
掲

あ
つ
て
は
別
表
第
六
の
上
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
従
い
同
表
の
下
欄

げ
る
金
額
に
、
包
括
登
録
人
に
あ
つ
て
は
四
百
五
十
円
（
移
動
し
な
い
無
線

に
掲
げ
る
金
額
に
、
包
括
登
録
人
に
あ
つ
て
は
三
百
八
十
円
（
移
動
し
な
い

局
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
八
の
上
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
従
い
同
表

無
線
局
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
八
の
上
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
従
い

の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
超
え
る
特
定
無
線
局
の
数
又

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
超
え
る
特
定
無
線
局
の

は
登
録
局
の
数
（
当
該
包
括
免
許
人
等
が
他
の
包
括
免
許
等
（
当
該
包
括
免

数
又
は
登
録
局
の
数
（
当
該
包
括
免
許
人
等
が
他
の
包
括
免
許
等
（
当
該
包

許
人
等
の
包
括
免
許
等
に
係
る
無
線
局
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の
と
し

括
免
許
人
等
の
包
括
免
許
等
に
係
る
無
線
局
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の

て
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
場

と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い

合
で
あ
つ
て
、
当
該
超
え
た
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
当
該
他
の
包
括
免
許

る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
超
え
た
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
当
該
他
の
包
括

等
に
基
づ
き
開
設
し
て
い
る
特
定
無
線
局
の
数
又
は
登
録
局
の
数
が
当
該
超

免
許
等
に
基
づ
き
開
設
し
て
い
る
特
定
無
線
局
の
数
又
は
登
録
局
の
数
が
当

え
た
月
の
前
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
当
該
他
の
包
括
免
許
等
に
基
づ
き
開

該
超
え
た
月
の
前
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
当
該
他
の
包
括
免
許
等
に
基
づ

設
し
て
い
る
特
定
無
線
局
の
数
又
は
登
録
局
の
数
を
下
回
る
と
き
は
、
当
該

き
開
設
し
て
い
る
特
定
無
線
局
の
数
又
は
登
録
局
の
数
を
下
回
る
と
き
は
、

超
え
る
特
定
無
線
局
の
数
又
は
登
録
局
の
数
を
限
度
と
し
て
こ
れ
ら
の
数
か

当
該
超
え
る
特
定
無
線
局
の
数
又
は
登
録
局
の
数
を
限
度
と
し
て
こ
れ
ら
の

ら
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
回
る
特
定
無
線
局
の
数
又
は
登
録
局
の
数
を
控
除
し
た

数
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
回
る
特
定
無
線
局
の
数
又
は
登
録
局
の
数
を
控
除

数
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
当
該
期
間
の
月
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
を

し
た
数
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
当
該
期
間
の
月
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た

乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
～

（
略
）

７
～

（
同
上
）

42

42

別
表
第
六
（
第
百
三
条
の
二
関
係
）

別
表
第
六
（
第
百
三
条
の
二
関
係
）

無

線

局

の

区

分

金

額

無

線

局

の

区

分

金

額

一

移
動

三
千
メ

航
空
機
局
若
し
く
は
船
舶
局
又
は
こ

五
百
円

一

移
動

三
千
メ

航
空
機
局
又
は
船
舶
局

四
百
円

す
る
無

ガ
ヘ
ル

れ
ら
の
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の

す
る
無

ガ
ヘ
ル
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線
局
（

ツ
以
下

周
波
数
と
同
一
の
周
波
数
の
電
波
の

線
局
（

ツ
以
下

三
の
項

の
周
波

み
を
使
用
す
る
も
の

三
の
項

の
周
波

か
ら
五

数
の
電

そ
の

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の

五
百
円

か
ら
五

数
の
電

航
空

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の

四
百
円

の
項
ま

波
を
使

他
の

幅
が
六
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の

の
項
ま

波
を
使

機
局

幅
が
六
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の

で
及
び

用
す
る

も
の

も
の

で
及
び

用
す
る

又
は

も
の

八
の
項

も
の

使
用
す
る
電

空
中
線
電
力

七
百
円

八
の
項

も
の

船
舶

使
用
す
る
電

空
中
線
電
力

六
百
円

に
掲
げ

波
の
周
波
数

が
〇
・
〇
五

に
掲
げ

局
以

波
の
周
波
数

が
〇
・
〇
一

る
無
線

の
幅
が
六
メ

ワ
ッ
ト
以
下

る
無
線

外
の

の
幅
が
六
メ

ワ
ッ
ト
以
下

局
を
除

ガ
ヘ
ル
ツ
を

の
も
の

局
を
除

も
の

ガ
ヘ
ル
ツ
を

の
も
の

く
。
二

超
え
十
五
メ

空
中
線
電
力

八
千
九
百

く
。
二

超
え
十
五
メ

の
項
に

ガ
ヘ
ル
ツ
以

が
○
・
○
五

円

の
項
に

ガ
ヘ
ル
ツ
以

お
い
て

下
の
も
の

ワ
ッ
ト
を
超

お
い
て

下
の
も
の

同
じ
。

え
○
・
五
ワ

同
じ
。

）

ッ
ト
以
下
の

）

も
の

空
中
線
電
力

九
十
六
万

空
中
線
電
力

八
十
万
五

が
○
・
五
ワ

六
千
八
百

が
○
・
○
一

千
七
百
円

ッ
ト
を
超
え

円

ワ
ッ
ト
を
超

る
も
の

え
る
も
の

使
用
す
る
電

空
中
線
電
力

千
五
百
円

使
用
す
る
電

空
中
線
電
力

千
三
百
円

波
の
周
波
数

が
〇
・
〇
五

波
の
周
波
数

が
〇
・
〇
一

の
幅
が
十
五

ワ
ッ
ト
以
下

の
幅
が
十
五

ワ
ッ
ト
以
下

メ
ガ
ヘ
ル
ツ

の
も
の

メ
ガ
ヘ
ル
ツ

の
も
の

を
超
え
三
十

空
中
線
電
力

八
千
九
百

を
超
え
三
十

メ
ガ
ヘ
ル
ツ

が
○
・
○
五

円

メ
ガ
ヘ
ル
ツ

以
下
の
も
の

ワ
ッ
ト
を
超

以
下
の
も
の

え
○
・
五
ワ

ッ
ト
以
下
の

も
の

空
中
線
電
力

二
百
八
十

空
中
線
電
力

二
百
三
十
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が
〇
・
五
ワ

万
三
千
二

が
〇
・
〇
一

三
万
六
千

ッ
ト
を
超
え

百
円

ワ
ッ
ト
を
超

円

る
も
の

え
る
も
の

使
用
す
る
電

空
中
線
電
力

三
千
二
百

使
用
す
る
電

空
中
線
電
力

二
千
七
百

波
の
周
波
数

が
〇
・
〇
五

円

波
の
周
波
数

が
〇
・
〇
一

円

の
幅
が
三
十

ワ
ッ
ト
以
下

の
幅
が
三
十

ワ
ッ
ト
以
下

メ
ガ
ヘ
ル
ツ

の
も
の

メ
ガ
ヘ
ル
ツ

の
も
の

を
超
え
る
も

空
中
線
電
力

八
千
九
百

を
超
え
る
も

の

が
○
・
○
五

円

の

ワ
ッ
ト
を
超

え
○
・
五
ワ

ッ
ト
以
下
の

も
の

空
中
線
電
力

三
百
七
十

空
中
線
電
力

三
百
十
万

が
〇
・
五
ワ

二
万
九
千

が
〇
・
〇
一

七
千
六
百

ッ
ト
を
超
え

百
円

ワ
ッ
ト
を
超

円

る
も
の

え
る
も
の

三
千
メ

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
百

五
百
円

三
千
メ

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
百

四
百
円

ガ
ヘ
ル

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の

ガ
ヘ
ル

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の

ツ
を
超

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
百

七
万
八
千

ツ
を
超

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
百

六
万
五
千

え
六
千

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

円

え
六
千

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

円

メ
ガ
ヘ

メ
ガ
ヘ

ル
ツ
以

ル
ツ
以

下
の
周

下
の
周

波
数
の

波
数
の

電
波
を

電
波
を

使
用
す

使
用
す

る
も
の

る
も
の

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を

五
百
円

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を

四
百
円

使
用
す
る
も
の

使
用
す
る
も
の
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二

移
動

三
千
メ

使
用
す
る
電
波
の
周

設
置
場
所
が

三
万
七
千

二

移
動

三
千
メ

使
用
す
る
電
波
の
周

設
置
場
所
が

三
万
千
五

し
な
い

ガ
ヘ
ル

波
数
の
幅
が
六
メ
ガ

第
一
地
域
の

八
百
円

し
な
い

ガ
ヘ
ル

波
数
の
幅
が
六
メ
ガ

第
一
地
域
の

百
円

無
線
局

ツ
以
下

ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も

区
域
内
に
あ

無
線
局

ツ
以
下

ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も

区
域
内
に
あ

で
あ
つ

の
周
波

の
で
あ
つ
て
、
電
波

る
も
の

で
あ
つ

の
周
波

の
で
あ
つ
て
、
電
波

る
も
の

て
、
移

数
の
電

を
発
射
し
よ
う
と
す

設
置
場
所
が

二
万
六
百

て
、
移

数
の
電

を
発
射
し
よ
う
と
す

設
置
場
所
が

一
万
七
千

動
す
る

波
を
使

る
場
合
に
お
い
て
当

第
二
地
域
の

円

動
す
る

波
を
使

る
場
合
に
お
い
て
当

第
二
地
域
の

二
百
円

無
線
局

用
す
る

該
電
波
と
周
波
数
を

区
域
内
に
あ

無
線
局

用
す
る

該
電
波
と
周
波
数
を

区
域
内
に
あ

又
は
携

も
の

同
じ
く
す
る
電
波
を

る
も
の

又
は
携

も
の

同
じ
く
す
る
電
波
を

る
も
の

帯
し
て

受
信
す
る
こ
と
に
よ

設
置
場
所
が

六
千
九
百

帯
し
て

受
信
す
る
こ
と
に
よ

設
置
場
所
が

五
千
八
百

使
用
す

り
一
定
の
時
間
当
該

第
三
地
域
の

円

使
用
す

り
一
定
の
時
間
当
該

第
三
地
域
の

円

る
た
め

周
波
数
の
電
波
を
発

区
域
内
に
あ

る
た
め

周
波
数
の
電
波
を
発

区
域
内
に
あ

の
受
信

射
し
な
い
こ
と
を
確

る
も
の

の
受
信

射
し
な
い
こ
と
を
確

る
も
の

設
備
と

保
す
る
機
能
を
有
す

設
置
場
所
が

三
千
五
百

設
備
と

保
す
る
機
能
を
有
す

設
置
場
所
が

三
千
九
百

通
信
を

る
も
の

第
四
地
域
の

円

通
信
を

る
も
の

第
四
地
域
の

円

行
う
た

区
域
内
に
あ

行
う
た

区
域
内
に
あ

め
に
陸

る
も
の

め
に
陸

る
も
の

上
に
開

そ
の
他
の
も
の

空
中
線
電
力

七
千
三
百

上
に
開

そ
の
他
の
も
の

空
中
線
電
力

六
千
百
円

設
す
る

が
〇
・
〇
一

円

設
す
る

が
〇
・
〇
一

も
の
（

ワ
ッ
ト
以
下

も
の
（

ワ
ッ
ト
以
下

六
の
項

の
も
の

六
の
項

の
も
の

及
び
八

空
中
線
電
力

八
千
九
百

及
び
八

空
中
線
電
力

九
千
四
百

の
項
に

が
〇
・
〇
一

円

の
項
に

が
〇
・
〇
一

円

掲
げ
る

ワ
ッ
ト
を
超

掲
げ
る

ワ
ッ
ト
を
超

無
線
局

え
る
も
の

無
線
局

え
る
も
の

を
除
く

三
千
メ

空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
以

七
千
三
百

を
除
く

三
千
メ

空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
以

六
千
百
円

。
）

ガ
ヘ
ル

下
の
も
の

円

。
）

ガ
ヘ
ル

下
の
も
の

ツ
を
超

空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
を

八
千
九
百

ツ
を
超

空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
を

九
千
四
百

え
六
千

超
え
る
も
の

円

え
六
千

超
え
る
も
の

円

メ
ガ
ヘ

メ
ガ
ヘ

ル
ツ
以

ル
ツ
以
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下
の
周

下
の
周

波
数
の

波
数
の

電
波
を

電
波
を

使
用
す

使
用
す

る
も
の

る
も
の

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を

三
千
五
百

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を

三
千
九
百

使
用
す
る
も
の

円

使
用
す
る
も
の

円

三

人
工

三
千
メ

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
三

二
百
九
十

三

人
工

三
千
メ

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
三

二
百
七
十

衛
星
局

ガ
ヘ
ル

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の

一
万
千
三

衛
星
局

ガ
ヘ
ル

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の

八
万
九
千

（
八
の

ツ
以
下

百
円

（
八
の

ツ
以
下

三
百
円

項
に
掲

の
周
波

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
三

一
億
三
千

項
に
掲

の
周
波

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
三

一
億
二
千

げ
る
無

数
の
電

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

十
六
万
七

げ
る
無

数
の
電

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

四
百
三
十

線
局
を

波
を
使

千
七
百
円

線
局
を

波
を
使

五
万
二
千

除
く
。

用
す
る

除
く
。

用
す
る

六
百
円

）

も
の

）

も
の

三
千
メ

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
三

十
三
万
二

三
千
メ

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
三

十
一
万
二

ガ
ヘ
ル

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の

千
二
百
円

ガ
ヘ
ル

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の

百
円

ツ
を
超

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
三

三
千
二
百

ツ
を
超

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
三

二
千
六
百

え
六
千

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
二
百
メ
ガ
ヘ
ル

二
十
七
万

え
六
千

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
二
百
メ
ガ
ヘ
ル

八
十
九
万

メ
ガ
ヘ

ツ
以
下
の
も
の

八
千
八
百

メ
ガ
ヘ

ツ
以
下
の
も
の

九
千
円

ル
ツ
以

円

ル
ツ
以

下
の
周

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
二

九
千
七
百

下
の
周

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
二

八
千
百
十

波
数
の

百
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
五
百
メ
ガ
ヘ

四
十
二
万

波
数
の

百
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
五
百
メ
ガ
ヘ

八
万
八
千

電
波
を

ル
ツ
以
下
の
も
の

五
千
九
百

電
波
を

ル
ツ
以
下
の
も
の

三
百
円

使
用
す

円

使
用
す

る
も
の

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
五

二
億
千
八

る
も
の

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
五

一
億
八
千

百
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

百
八
十
三

百
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も
の

二
百
三
十

万
九
千
八

六
万
六
千

百
円

五
百
円

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を

十
三
万
二

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を

十
一
万
二
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使
用
す
る
も
の

千
二
百
円

使
用
す
る
も
の

百
円

四

人
工

六
千
メ

使
用
す
る
電
波
の
周

設
置
場
所
が

百
七
十
八

四

人
工

六
千
メ

使
用
す
る
電
波
の
周

設
置
場
所
が

百
四
十
八

衛
星
局

ガ
ヘ
ル

波
数
の
幅
が
三
メ
ガ

第
一
地
域
の

万
七
千
八

衛
星
局

ガ
ヘ
ル

波
数
の
幅
が
三
メ
ガ

第
一
地
域
の

万
九
千
九

の
中
継

ツ
以
下

ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の

区
域
内
に
あ

百
円

の
中
継

ツ
以
下

ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の

区
域
内
に
あ

百
円

に
よ
り

の
周
波

る
も
の

に
よ
り

の
周
波

る
も
の

無
線
通

数
の
電

設
置
場
所
が

八
十
九
万

無
線
通

数
の
電

設
置
場
所
が

七
十
四
万

信
を
行

波
を
使

第
二
地
域
の

五
千
円

信
を
行

波
を
使

第
二
地
域
の

五
千
九
百

う
無
線

用
す
る

区
域
内
に
あ

う
無
線

用
す
る

区
域
内
に
あ

円

局
（
五

も
の

る
も
の

局
（
五

も
の

る
も
の

の
項
及

設
置
場
所
が

十
八
万
八

の
項
及

設
置
場
所
が

十
五
万
七

び
八
の

第
三
地
域
の

百
円

び
八
の

第
三
地
域
の

百
円

項
に
掲

区
域
内
に
あ

項
に
掲

区
域
内
に
あ

げ
る
無

る
も
の

げ
る
無

る
も
の

線
局
を

設
置
場
所
が

六
万
千
八

線
局
を

設
置
場
所
が

五
万
千
五

除
く
。

第
四
地
域
の

百
円

除
く
。

第
四
地
域
の

百
円

）

区
域
内
に
あ

）

区
域
内
に
あ

る
も
の

る
も
の

使
用
す
る
電
波
の
周

設
置
場
所
が

千
二
百
二

使
用
す
る
電
波
の
周

設
置
場
所
が

千
十
八
万

波
数
の
幅
が
三
メ
ガ

第
一
地
域
の

十
一
万
九

波
数
の
幅
が
三
メ
ガ

第
一
地
域
の

三
千
百
円

ヘ
ル
ツ
を
超
え
五
十

区
域
内
に
あ

千
七
百
円

ヘ
ル
ツ
を
超
え
五
十

区
域
内
に
あ

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の

る
も
の

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の

る
も
の

も
の

設
置
場
所
が

六
百
十
一

も
の

設
置
場
所
が

五
百
九
万

第
二
地
域
の

万
千
円

第
二
地
域
の

二
千
五
百

区
域
内
に
あ

区
域
内
に
あ

円

る
も
の

る
も
の

設
置
場
所
が

百
二
十
二

設
置
場
所
が

百
二
万
円

第
三
地
域
の

万
四
千
円

第
三
地
域
の

区
域
内
に
あ

区
域
内
に
あ

る
も
の

る
も
の

設
置
場
所
が

四
十
万
九

設
置
場
所
が

三
十
四
万
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第
四
地
域
の

千
五
百
円

第
四
地
域
の

千
三
百
円

区
域
内
に
あ

区
域
内
に
あ

る
も
の

る
も
の

使
用
す
る
電
波
の
周

設
置
場
所
が

一
億
六
千

使
用
す
る
電
波
の
周

設
置
場
所
が

一
億
三
千

波
数
の
幅
が
五
十
メ

第
一
地
域
の

六
百
八
十

波
数
の
幅
が
五
十
メ

第
一
地
域
の

九
百
一
万

ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
百

区
域
内
に
あ

一
万
六
千

ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
百

区
域
内
に
あ

三
千
五
百

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の

る
も
の

二
百
円

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の

る
も
の

円

も
の

設
置
場
所
が

八
千
三
百

も
の

設
置
場
所
が

六
千
九
百

第
二
地
域
の

四
十
万
九

第
二
地
域
の

五
十
万
七

区
域
内
に
あ

千
二
百
円

区
域
内
に
あ

千
七
百
円

る
も
の

る
も
の

設
置
場
所
が

千
六
百
六

設
置
場
所
が

千
三
百
九

第
三
地
域
の

十
八
万
三

第
三
地
域
の

十
万
三
千

区
域
内
に
あ

千
七
百
円

区
域
内
に
あ

百
円

る
も
の

る
も
の

設
置
場
所
が

五
百
五
十

設
置
場
所
が

四
百
六
十

第
四
地
域
の

六
万
二
千

第
四
地
域
の

三
万
五
千

区
域
内
に
あ

七
百
円

区
域
内
に
あ

六
百
円

る
も
の

る
も
の

使
用
す
る
電
波
の
周

設
置
場
所
が

三
億
三
千

使
用
す
る
電
波
の
周

設
置
場
所
が

二
億
七
千

波
数
の
幅
が
百
メ
ガ

第
一
地
域
の

五
百
七
十

波
数
の
幅
が
百
メ
ガ

第
一
地
域
の

九
百
七
十

ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も

区
域
内
に
あ

四
万
四
千

ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も

区
域
内
に
あ

八
万
七
千

の

る
も
の

六
百
円

の

る
も
の

二
百
円

設
置
場
所
が

一
億
六
千

設
置
場
所
が

一
億
三
千

第
二
地
域
の

七
百
八
十

第
二
地
域
の

九
百
八
十

区
域
内
に
あ

七
万
三
千

区
域
内
に
あ

九
万
四
千

る
も
の

四
百
円

る
も
の

五
百
円

設
置
場
所
が

三
千
三
百

設
置
場
所
が

二
千
七
百

第
三
地
域
の

五
十
七
万

第
三
地
域
の

九
十
八
万

区
域
内
に
あ

六
千
六
百

区
域
内
に
あ

五
百
円
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る
も
の

円

る
も
の

設
置
場
所
が

千
百
十
九

設
置
場
所
が

九
百
三
十

第
四
地
域
の

万
三
千
七

第
四
地
域
の

二
万
八
千

区
域
内
に
あ

百
円

区
域
内
に
あ

百
円

る
も
の

る
も
の

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を

六
万
千
八

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を

五
万
千
五

使
用
す
る
も
の

百
円

使
用
す
る
も
の

百
円

五

自
動
車
、
船
舶
そ
の
他
の
移
動
す
る
も
の
に
開
設
し
、

千
五
百
円

五

自
動
車
、
船
舶
そ
の
他
の
移
動
す
る
も
の
に
開
設
し
、

二
千
二
百

又
は
携
帯
し
て
使
用
す
る
た
め
に
開
設
す
る
無
線
局
で
あ

又
は
携
帯
し
て
使
用
す
る
た
め
に
開
設
す
る
無
線
局
で
あ

円

つ
て
、
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
無
線
通
信
を
行
う
も

つ
て
、
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
無
線
通
信
を
行
う
も

の
（
八
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
を
除
く
。
）

の
（
八
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
を
除
く
。
）

六

基
幹

六
千
メ

テ
レ

空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
二
ワ

九
百
円

六

基
幹

六
千
メ

テ
レ

デ
ジ

空
中
線
電
力
が
〇
・

六
千
百
円

放
送
局

ガ
ヘ
ル

ビ
ジ

ッ
ト
未
満
の
も
の

放
送
局

ガ
ヘ
ル

ビ
ジ

タ
ル

〇
二
ワ
ッ
ト
未
満
の

（
三
の

ツ
以
下

ョ
ン

（
三
の

ツ
以
下

ョ
ン

信
号

も
の

項
、
七

の
周
波

放
送

空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
二
ワ

十
六
万
三

項
、
七

の
周
波

放
送

に
よ

空
中
線
電
力
が
〇
・

二
十
万
二

の
項
及

数
の
電

を
す

ッ
ト
以
上
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未

百
円

の
項
及

数
の
電

を
す

る
送

〇
二
ワ
ッ
ト
以
上
二

千
三
百
円

び
八
の

波
を
使

る
も

満
の
も
の

び
八
の

波
を
使

る
も

信
を

キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の

項
に
掲

用
す
る

の

項
に
掲

用
す
る

の

す
る

も
の

げ
る
無

も
の

空
中
線
電
力

設
置
場
所
が

十
六
万
三

げ
る
無

も
の

も
の

空
中

設
置
場
所
が

二
十
万
二

線
局
を

が
二
キ
ロ
ワ

特
定
地
域
以

百
円

線
局
を

線
電

特
定
地
域
以

千
三
百
円

除
く
。

ッ
ト
以
上
十

外
の
区
域
内

除
く
。

力
が

外
の
区
域
内

）

キ
ロ
ワ
ッ
ト

に
あ
る
も
の

）

二
キ

に
あ
る
も
の

未
満
の
も
の

ロ
ワ

又
は
放
送
大

ッ
ト

学
学
園
法
（

以
上

平
成
十
四
年

十
キ

法
律
第
百
五

ロ
ワ

十
六
号
）
第

ッ
ト

二
条
第
一
項

未
満

に
規
定
す
る

の
も

放
送
大
学
に
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の

お
け
る
教
育

に
必
要
な
放

送
の
用
に
供

す
る
も
の

そ
の
他
の
も

六
千
九
百

そ
の
他
の
も

七
千
二
百

の

九
十
三
万

の

九
十
四
万

六
千
三
百

千
四
百
円

円

空
中
線
電
力
が
十
キ
ロ
ワ
ッ

三
億
四
千

空
中
線
電
力
が
十
キ

三
億
六
千

ト
以
上
の
も
の

九
百
六
十

ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も

四
百
六
十

八
万
八
百

の

八
万
五
千

円

六
百
円

そ
の
他
の
も
の

六
千
百
円

そ
の

使
用
す
る
電

空
中
線
電
力

四
万
九
千

そ
の

使
用
す
る
電

空
中
線
電
力

四
万
千
円

他
の

波
の
周
波
数

が
二
百
ワ
ッ

二
百
円

他
の

波
の
周
波
数

が
二
百
ワ
ッ

も
の

の
幅
が
百
キ

ト
以
下
の
も

も
の

の
幅
が
百
キ

ト
以
下
の
も

ロ
ヘ
ル
ツ
以

の

ロ
ヘ
ル
ツ
以

の

下
の
も
の

空
中
線
電
力

十
七
万
七

下
の
も
の

空
中
線
電
力

十
四
万
二

が
二
百
ワ
ッ

百
円

が
二
百
ワ
ッ

千
三
百
円

ト
を
超
え
五

ト
を
超
え
五

十
キ
ロ
ワ
ッ

十
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
下
の
も

ト
以
下
の
も

の

の

空
中
線
電
力

二
百
九
十

空
中
線
電
力

二
百
四
十

が
五
十
キ
ロ

六
万
三
千

が
五
十
キ
ロ

六
万
九
千

ワ
ッ
ト
を
超

五
百
円

ワ
ッ
ト
を
超

六
百
円

え
る
も
の

え
る
も
の

使
用
す
る
電

空
中
線
電
力

四
万
九
千

使
用
す
る
電

空
中
線
電
力

四
万
千
円

波
の
周
波
数

が
二
十
ワ
ッ

二
百
円

波
の
周
波
数

が
二
十
ワ
ッ

の
幅
が
百
キ

ト
以
下
の
も

の
幅
が
百
キ

ト
以
下
の
も
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ロ
ヘ
ル
ツ
を

の

ロ
ヘ
ル
ツ
を

の

超
え
る
も
の

空
中
線
電
力

十
七
万
七

超
え
る
も
の

空
中
線
電
力

十
四
万
二

が
二
十
ワ
ッ

百
円

が
二
十
ワ
ッ

千
三
百
円

ト
を
超
え
五

ト
を
超
え
五

キ
ロ
ワ
ッ
ト

キ
ロ
ワ
ッ
ト

以
下
の
も
の

以
下
の
も
の

空
中
線
電
力

二
百
九
十

空
中
線
電
力

二
百
四
十

が
五
キ
ロ
ワ

六
万
三
千

が
五
キ
ロ
ワ

六
万
九
千

ッ
ト
を
超
え

五
百
円

ッ
ト
を
超
え

六
百
円

る
も
の

る
も
の

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を

九
百
円

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を

六
千
百
円

使
用
す
る
も
の

使
用
す
る
も
の

七

第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送

二
百
円

七

多
重
放
送
を
す
る
無
線
局
（
三
の
項
及
び
八
の
項
に
掲

六
百
円

を
す
る
無
線
局
及
び
多
重
放
送
を
す
る
無
線
局
（
三
の
項

げ
る
無
線
局
を
除
く
。
）

及
び
八
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
を
除
く
。
）

八

実
験
等
無
線
局
及
び
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
局

三
百
円

八

実
験
等
無
線
局
及
び
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
局

三
百
円

九

そ
の

三
千
メ

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
三

三
万
千
八

九

そ
の

三
千
メ

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
が
三

二
万
六
千

他
の
無

ガ
ヘ
ル

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の

百
円

他
の
無

ガ
ヘ
ル

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
も
の

五
百
円

線
局

ツ
以
下

使
用
す
る
電
波
の
周

設
置
場
所
が

二
百
六
十

線
局

ツ
以
下

使
用
す
る
電
波
の
周

設
置
場
所
が

二
百
十
七

の
周
波

波
数
の
幅
が
三
メ
ガ

第
一
地
域
の

万
九
千
五

の
周
波

波
数
の
幅
が
三
メ
ガ

第
一
地
域
の

万
四
千
六

数
の
電

ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も

区
域
内
に
あ

百
円

数
の
電

ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
も

区
域
内
に
あ

百
円

波
を
使

の

る
も
の

波
を
使

の

る
も
の

用
す
る

設
置
場
所
が

百
三
十
万

用
す
る

設
置
場
所
が

百
九
万
千

も
の

第
二
地
域
の

九
千
六
百

も
の

第
二
地
域
の

四
百
円

区
域
内
に
あ

円

区
域
内
に
あ

る
も
の

る
も
の

設
置
場
所
が

二
十
六
万

設
置
場
所
が

二
十
二
万

第
三
地
域
の

九
千
六
百

第
三
地
域
の

四
千
七
百

区
域
内
に
あ

円

区
域
内
に
あ

円

る
も
の

る
も
の
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設
置
場
所
が

九
万
六
千

設
置
場
所
が

八
万
三
百

第
四
地
域
の

三
百
円

第
四
地
域
の

円

区
域
内
に
あ

区
域
内
に
あ

る
も
の

る
も
の

三
千
メ

放
送

使
用
す
る
電

設
置
場
所
が

二
十
四
万

三
千
メ

放
送

使
用
す
る
電

設
置
場
所
が

二
十
万
五

ガ
ヘ
ル

の
業

波
の
周
波
数

第
一
地
域
の

六
千
六
百

ガ
ヘ
ル

の
業

波
の
周
波
数

第
一
地
域
の

千
五
百
円

ツ
を
超

務
の

の
幅
が
四
百

区
域
内
に
あ

円

ツ
を
超

務
の

の
幅
が
四
百

区
域
内
に
あ

え
六
千

用
に

キ
ロ
ヘ
ル
ツ

る
も
の

え
六
千

用
に

キ
ロ
ヘ
ル
ツ

る
も
の

メ
ガ
ヘ

供
す

以
下
の
も
の

設
置
場
所
が

十
二
万
八

メ
ガ
ヘ

供
す

以
下
の
も
の

設
置
場
所
が

十
万
六
千

ル
ツ
以

る
も

第
二
地
域
の

千
百
円

ル
ツ
以

る
も

第
二
地
域
の

八
百
円

下
の
周

の
（

区
域
内
に
あ

下
の
周

の
（

区
域
内
に
あ

波
数
の

多
重

る
も
の

波
数
の

多
重

る
も
の

電
波
を

放
送

設
置
場
所
が

三
万
三
千

電
波
を

放
送

設
置
場
所
が

二
万
七
千

使
用
す

の
業

第
三
地
域
の

三
百
円

使
用
す

の
業

第
三
地
域
の

八
百
円

る
も
の

務
の

区
域
内
に
あ

る
も
の

務
の

区
域
内
に
あ

用
に

る
も
の

用
に

る
も
の

供
す

設
置
場
所
が

一
万
七
千

供
す

設
置
場
所
が

一
万
四
千

る
も

第
四
地
域
の

五
百
円

る
も

第
四
地
域
の

六
百
円

の
を

区
域
内
に
あ

の
を

区
域
内
に
あ

除
く

る
も
の

除
く

る
も
の

。
）

使
用
す
る
電

設
置
場
所
が

七
十
二
万

。
）

使
用
す
る
電

設
置
場
所
が

六
十
万
三

波
の
周
波
数

第
一
地
域
の

三
百
円

波
の
周
波
数

第
一
地
域
の

百
円

の
幅
が
四
百

区
域
内
に
あ

の
幅
が
四
百

区
域
内
に
あ

キ
ロ
ヘ
ル
ツ

る
も
の

キ
ロ
ヘ
ル
ツ

る
も
の

を
超
え
三
メ

設
置
場
所
が

三
十
六
万

を
超
え
三
メ

設
置
場
所
が

三
十
万
四

ガ
ヘ
ル
ツ
以

第
二
地
域
の

五
千
円

ガ
ヘ
ル
ツ
以

第
二
地
域
の

千
二
百
円

下
の
も
の

区
域
内
に
あ

下
の
も
の

区
域
内
に
あ

る
も
の

る
も
の

設
置
場
所
が

八
万
七
百

設
置
場
所
が

六
万
七
千

第
三
地
域
の

円

第
三
地
域
の

三
百
円
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区
域
内
に
あ

区
域
内
に
あ

る
も
の

る
も
の

設
置
場
所
が

三
万
三
千

設
置
場
所
が

二
万
七
千

第
四
地
域
の

三
百
円

第
四
地
域
の

八
百
円

区
域
内
に
あ

区
域
内
に
あ

る
も
の

る
も
の

使
用
す
る
電

設
置
場
所
が

千
六
十
七

使
用
す
る
電

設
置
場
所
が

八
百
八
十

波
の
周
波
数

第
一
地
域
の

万
百
円

波
の
周
波
数

第
一
地
域
の

九
万
千
八

の
幅
が
三
メ

区
域
内
に
あ

の
幅
が
三
メ

区
域
内
に
あ

百
円

ガ
ヘ
ル
ツ
を

る
も
の

ガ
ヘ
ル
ツ
を

る
も
の

超
え
る
も
の

設
置
場
所
が

五
百
三
十

超
え
る
も
の

設
置
場
所
が

四
百
四
十

第
二
地
域
の

三
万
九
千

第
二
地
域
の

四
万
九
千

区
域
内
に
あ

八
百
円

区
域
内
に
あ

九
百
円

る
も
の

る
も
の

設
置
場
所
が

百
七
万
五

設
置
場
所
が

八
十
九
万

第
三
地
域
の

千
六
百
円

第
三
地
域
の

六
千
四
百

区
域
内
に
あ

区
域
内
に
あ

円

る
も
の

る
も
の

設
置
場
所
が

三
十
六
万

設
置
場
所
が

三
十
万
四

第
四
地
域
の

五
千
円

第
四
地
域
の

千
二
百
円

区
域
内
に
あ

区
域
内
に
あ

る
も
の

る
も
の

多
重
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も

三
万
千
八

多
重
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も

二
万
六
千

の

百
円

の

五
百
円

放
送

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の

三
万
千
八

放
送

使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の

二
万
六
千

の
業

幅
が
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の

百
円

の
業

幅
が
三
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の

五
百
円

務
の

も
の

務
の

も
の

用
に

使
用
す
る
電

設
置
場
所
が

二
百
六
十

用
に

使
用
す
る
電

設
置
場
所
が

二
百
十
七

供
す

波
の
周
波
数

第
一
地
域
の

万
九
千
五

供
す

波
の
周
波
数

第
一
地
域
の

万
四
千
六

る
も

の
幅
が
三
メ

区
域
内
に
あ

百
円

る
も

の
幅
が
三
メ

区
域
内
に
あ

百
円
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の
以

ガ
ヘ
ル
ツ
を

る
も
の

の
以

ガ
ヘ
ル
ツ
を

る
も
の

外
の

超
え
三
十
メ

設
置
場
所
が

百
三
十
万

外
の

超
え
三
十
メ

設
置
場
所
が

百
九
万
千

も
の

ガ
ヘ
ル
ツ
以

第
二
地
域
の

九
千
六
百

も
の

ガ
ヘ
ル
ツ
以

第
二
地
域
の

四
百
円

下
の
も
の

区
域
内
に
あ

円

下
の
も
の

区
域
内
に
あ

る
も
の

る
も
の

設
置
場
所
が

二
十
六
万

設
置
場
所
が

二
十
二
万

第
三
地
域
の

九
千
六
百

第
三
地
域
の

四
千
七
百

区
域
内
に
あ

円

区
域
内
に
あ

円

る
も
の

る
も
の

設
置
場
所
が

九
万
六
千

設
置
場
所
が

八
万
三
百

第
四
地
域
の

三
百
円

第
四
地
域
の

円

区
域
内
に
あ

区
域
内
に
あ

る
も
の

る
も
の

使
用
す
る
電

設
置
場
所
が

八
千
四
百

使
用
す
る
電

設
置
場
所
が

七
千
六
十

波
の
周
波
数

第
一
地
域
の

七
十
六
万

波
の
周
波
数

第
一
地
域
の

三
万
八
千

の
幅
が
三
十

区
域
内
に
あ

六
千
円

の
幅
が
三
十

区
域
内
に
あ

四
百
円

メ
ガ
ヘ
ル
ツ

る
も
の

メ
ガ
ヘ
ル
ツ

る
も
の

を
超
え
三
百

設
置
場
所
が

四
千
二
百

を
超
え
三
百

設
置
場
所
が

三
千
五
百

メ
ガ
ヘ
ル
ツ

第
二
地
域
の

三
十
八
万

メ
ガ
ヘ
ル
ツ

第
二
地
域
の

三
十
二
万

以
下
の
も
の

区
域
内
に
あ

七
千
八
百

以
下
の
も
の

区
域
内
に
あ

三
千
二
百

る
も
の

円

る
も
の

円

設
置
場
所
が

八
百
五
十

設
置
場
所
が

七
百
八
万

第
三
地
域
の

万
二
千
六

第
三
地
域
の

五
千
五
百

区
域
内
に
あ

百
円

区
域
内
に
あ

円

る
も
の

る
も
の

設
置
場
所
が

二
百
八
十

設
置
場
所
が

二
百
三
十

第
四
地
域
の

六
万
九
千

第
四
地
域
の

九
万
千
三

区
域
内
に
あ

五
百
円

区
域
内
に
あ

百
円

る
も
の

る
も
の

使
用
す
る
電

設
置
場
所
が

二
億
九
百

使
用
す
る
電

設
置
場
所
が

一
億
七
千
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波
の
周
波
数

第
一
地
域
の

五
十
六
万

波
の
周
波
数

第
一
地
域
の

四
百
六
十

の
幅
が
三
百

区
域
内
に
あ

九
百
円

の
幅
が
三
百

区
域
内
に
あ

三
万
四
千

メ
ガ
ヘ
ル
ツ

る
も
の

メ
ガ
ヘ
ル
ツ

る
も
の

百
円

を
超
え
る
も

設
置
場
所
が

一
億
四
百

を
超
え
る
も

設
置
場
所
が

八
千
七
百

の

第
二
地
域
の

七
十
八
万

の

第
二
地
域
の

三
十
二
万

区
域
内
に
あ

五
千
三
百

区
域
内
に
あ

千
百
円

る
も
の

円

る
も
の

設
置
場
所
が

二
千
九
十

設
置
場
所
が

千
七
百
四

第
三
地
域
の

八
万
二
千

第
三
地
域
の

十
八
万
五

区
域
内
に
あ

百
円

区
域
内
に
あ

千
百
円

る
も
の

る
も
の

設
置
場
所
が

七
百
二
万

設
置
場
所
が

五
百
八
十

第
四
地
域
の

九
千
三
百

第
四
地
域
の

五
万
七
千

区
域
内
に
あ

円

区
域
内
に
あ

八
百
円

る
も
の

る
も
の

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を

一
万
七
千

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を

一
万
四
千

使
用
す
る
も
の

五
百
円

使
用
す
る
も
の

六
百
円

備
考

備
考

一

こ
の
表
に
お
い
て
「
設
置
場
所
」
と
は
、
無
線
局
の
無
線
設
備
の

一

こ
の
表
に
お
い
て
「
設
置
場
所
」
と
は
、
無
線
局
の
無
線
設
備
の

設
置
場
所
を
い
う
。

設
置
場
所
を
い
う
。

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
第
一
地
域
」
と
は
、
東
京
都
の
区
域
（
第
四

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
第
一
地
域
」
と
は
、
東
京
都
の
区
域
（
第
四

地
域
を
除
く
。
）
を
い
う
。

地
域
を
除
く
。
）
を
い
う
。

三

こ
の
表
に
お
い
て
「
第
二
地
域
」
と
は
、
大
阪
府
及
び
神
奈
川
県

三

こ
の
表
に
お
い
て
「
第
二
地
域
」
と
は
、
大
阪
府
及
び
神
奈
川
県

の
区
域
（
第
四
地
域
を
除
く
。
）
を
い
う
。

の
区
域
（
第
四
地
域
を
除
く
。
）
を
い
う
。

四

こ
の
表
に
お
い
て
「
第
三
地
域
」
と
は
、
北
海
道
及
び
京
都
府
並

四

こ
の
表
に
お
い
て
「
第
三
地
域
」
と
は
、
北
海
道
及
び
京
都
府
並

び
に
神
奈
川
県
以
外
の
県
の
区
域
（
第
四
地
域
を
除
く
。
）
を
い

び
に
神
奈
川
県
以
外
の
県
の
区
域
（
第
四
地
域
を
除
く
。
）
を
い

う
。

う
。

五

こ
の
表
に
お
い
て
「
第
四
地
域
」
と
は
、
離
島
振
興
法
（
昭
和
二

五

こ
の
表
に
お
い
て
「
第
四
地
域
」
と
は
、
離
島
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定

十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定

さ
れ
た
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置

さ
れ
た
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
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法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過

法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過

疎
地
域
並
び
に
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年

疎
地
域
並
び
に
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年

法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
、
小
笠
原
諸

法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
、
小
笠
原
諸

島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第

島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島
及
び
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島
及
び
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
離
島

（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
離
島

の
区
域
を
い
う
。

の
区
域
を
い
う
。

六

こ
の
表
に
お
い
て
「
特
定
地
域
」
と
は
、
岐
阜
県
、
愛
知
県
、
三

六

こ
の
表
に
お
い
て
「
特
定
地
域
」
と
は
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群

重
県
、
滋
賀
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
及
び
和
歌

馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
、
神
奈
川
県
、
岐
阜
県
、
愛
知

山
県
の
区
域
を
い
う
。

県
、
三
重
県
、
滋
賀
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
及

び
和
歌
山
県
の
区
域
を
い
う
。

七

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
及
び
六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え

七

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
及
び
六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え

る
周
波
数
の
い
ず
れ
の
電
波
も
使
用
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
当

る
周
波
数
の
い
ず
れ
の
電
波
も
使
用
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
当

該
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
う
ち
六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波

該
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
う
ち
六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波

数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
無
線
局
と
み
な
し
て
、
こ
の
表
を
適
用

数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
無
線
局
と
み
な
し
て
、
こ
の
表
を
適
用

す
る
。

す
る
。

八

三
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
及
び
三
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え

八

三
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
及
び
三
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
の
い
ず
れ
の
電
波
も
使
用
す
る
無

六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
の
い
ず
れ
の
電
波
も
使
用
す
る
無

線
局
に
つ
い
て
は
、
当
該
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
う
ち
三
千
メ

線
局
に
つ
い
て
は
、
当
該
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
う
ち
三
千
メ

ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
無
線
局
と
み
な

ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
無
線
局
と
み
な

し
て
、
こ
の
表
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
項
、
三

し
て
、
こ
の
表
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
イ
か
ら

の
項
、
四
の
項
及
び
九
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
同
表
の
下
欄

ニ
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
は
、

に
掲
げ
る
金
額
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
金

同
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
金
額
と
当
該
無
線
局
が

額
と
当
該
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
う
ち
三
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超

使
用
す
る
電
波
の
う
ち
三
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ

え
六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
無
線

以
下
の
周
波
数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
無
線
局
と
み
な
し
て
同
表

局
と
み
な
し
て
同
表
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
同
表
の
下
欄
に
掲

を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
同
表
の
下
欄
の
金
額
と
を
合
算
し
た
金

げ
る
金
額
と
を
合
算
し
た
金
額
か
ら
、
二
百
円
を
控
除
し
た
金
額
と

額
か
ら
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と

す
る
。

す
る
。

イ

一
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

四
百
円

ロ

三
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

八
千
五
百
円
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ハ

四
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

千
九
百
円

ニ

九
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

八
千
百
円

九

一
の
項
、
二
の
項
及
び
四
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
無
線

九

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
局
の
う
ち
第
百
三
条
の
二
第

局
の
う
ち
第
百
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
広
域
専
用
電
波
を
使

二
項
に
規
定
す
る
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
係
る
こ
の
表

用
す
る
も
の
に
係
る
こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
は
、
同
欄
に
掲

の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
、

げ
る
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
百
円
と
す
る
。

当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

イ

一
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

三
百
円

ロ

二
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

三
千
円

ハ

四
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

千
九
百
円

ニ

五
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

千
三
百
円

ホ

六
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局

五
千
四
百
円

十

特
定
の
無
線
局
区
分
の
無
線
局
又
は
高
周
波
利
用
設
備
か
ら
の
混

十

特
定
の
無
線
局
区
分
の
無
線
局
又
は
高
周
波
利
用
設
備
か
ら
の
混

信
そ
の
他
の
妨
害
に
つ
い
て
許
容
す
る
こ
と
が
免
許
の
条
件
又
は
周

信
そ
の
他
の
妨
害
に
つ
い
て
許
容
す
る
こ
と
が
免
許
の
条
件
又
は
周

波
数
割
当
計
画
に
お
け
る
周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
条
件
と
さ
れ
て

波
数
割
当
計
画
に
お
け
る
周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
条
件
と
さ
れ
て

い
る
無
線
局
そ
の
他
の
こ
の
表
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り

い
る
無
線
局
そ
の
他
の
こ
の
表
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り

同
等
の
機
能
を
有
す
る
他
の
無
線
局
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
こ

同
等
の
機
能
を
有
す
る
他
の
無
線
局
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
こ

と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
無
線
局
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
無
線
局
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
を
こ
れ
の
二
分

に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
を
こ
れ
の
二
分

の
一
に
相
当
す
る
幅
と
み
な
し
て
、
同
表
を
適
用
す
る
。

の
一
に
相
当
す
る
幅
と
み
な
し
て
、
同
表
を
適
用
す
る
。

(
)

(
)

別
表
第
七

第
百
三
条
の
二
関
係

別
表
第
七

第
百
三
条
の
二
関
係

区

域

係

数

区

域

係

数

一

北
海
道
の
区
域

〇
・
〇
二
九
五

一

北
海
道
の
区
域

〇
・
〇
三
〇
〇

二

青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
秋
田
県
、
山
形
県

〇
・
〇
五
〇
二

二

青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
秋
田
県
、
山
形
県

〇
・
〇
五
一
四

及
び
福
島
県
の
区
域

及
び
福
島
県
の
区
域

三

茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県

〇
・
四
五
四
六

三

茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県

〇
・
四
五
〇
四

、
東
京
都
、
神
奈
川
県
及
び
山
梨
県
の
区
域

、
東
京
都
、
神
奈
川
県
及
び
山
梨
県
の
区
域

四

新
潟
県
及
び
長
野
県
の
区
域

〇
・
〇
二
四
三

四

新
潟
県
及
び
長
野
県
の
区
域

〇
・
〇
二
四
七

五

富
山
県
、
石
川
県
及
び
福
井
県
の
区
域

〇
・
〇
一
六
四

五

富
山
県
、
石
川
県
及
び
福
井
県
の
区
域

〇
・
〇
一
六
六

六

岐
阜
県
、
静
岡
県
、
愛
知
県
及
び
三
重
県
の
区
域

〇
・
一
一
九
五

六

岐
阜
県
、
静
岡
県
、
愛
知
県
及
び
三
重
県
の
区
域

〇
・
一
一
九
四
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七

滋
賀
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県

〇
・
一
六
五
二

七

滋
賀
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県

〇
・
一
六
五
八

及
び
和
歌
山
県
の
区
域

及
び
和
歌
山
県
の
区
域

八

鳥
取
県
、
島
根
県
、
岡
山
県
、
広
島
県
及
び
山
口

〇
・
〇
四
〇
四

八

鳥
取
県
、
島
根
県
、
岡
山
県
、
広
島
県
及
び
山
口

〇
・
〇
四
〇
九

県
の
区
域

県
の
区
域

九

徳
島
県
、
香
川
県
、
愛
媛
県
及
び
高
知
県
の
区
域

〇
・
〇
二
一
六

九

徳
島
県
、
香
川
県
、
愛
媛
県
及
び
高
知
県
の
区
域

〇
・
〇
二
二
〇

十

福
岡
県
、
佐
賀
県
、
長
崎
県
、
熊
本
県
、
大
分
県

〇
・
〇
七
〇
八

十

福
岡
県
、
佐
賀
県
、
長
崎
県
、
熊
本
県
、
大
分
県

〇
・
〇
七
一
五

、
宮
崎
県
及
び
鹿
児
島
県
の
区
域

、
宮
崎
県
及
び
鹿
児
島
県
の
区
域

十
一

沖
縄
県
の
区
域

〇
・
〇
〇
七
五

十
一

沖
縄
県
の
区
域

〇
・
〇
〇
七
四

十
二

一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
を
合

〇
・
五
五
八
六

十
二

一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
を
合

〇
・
五
五
六
三

わ
せ
た
区
域

わ
せ
た
区
域

十
三

五
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
を

〇
・
四
四
一
四

十
三

五
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
を

〇
・
四
四
三
七

合
わ
せ
た
区
域

合
わ
せ
た
区
域

十
四

一
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
を

一
・
〇
〇
〇
〇

十
四

一
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
を

一
・
〇
〇
〇
〇

合
わ
せ
た
区
域

合
わ
せ
た
区
域

十
五

自
然
的
経
済
的
諸
条
件
を
考
慮
し
て
三
の
項
に

〇
・
二
二
七
三

十
五

自
然
的
経
済
的
諸
条
件
を
考
慮
し
て
三
の
項
に

〇
・
二
二
五
二

掲
げ
る
区
域
を
総
務
省
令
で
定
め
る
二
の
区
域
に
分

掲
げ
る
区
域
を
総
務
省
令
で
定
め
る
二
の
区
域
に
分

割
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域

割
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域

十
六

自
然
的
経
済
的
諸
条
件
を
考
慮
し
て
七
の
項
に

〇
・
〇
八
二
六

十
六

自
然
的
経
済
的
諸
条
件
を
考
慮
し
て
七
の
項
に

〇
・
〇
八
二
九

掲
げ
る
区
域
を
総
務
省
令
で
定
め
る
二
の
区
域
に
分

掲
げ
る
区
域
を
総
務
省
令
で
定
め
る
二
の
区
域
に
分

割
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域

割
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域

備
考

別
表
第
六
備
考
第
五
号
に
規
定
す
る
第
四
地
域
及
び
電
波
の
利
用

備
考

別
表
第
六
備
考
第
五
号
に
規
定
す
る
第
四
地
域
及
び
電
波
の
利
用

の
程
度
が
同
号
に
規
定
す
る
第
四
地
域
と
同
等
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

の
程
度
が
同
号
に
規
定
す
る
第
四
地
域
と
同
等
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

区
域
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
開
設
さ
れ
る
無
線
局
の
み
に

区
域
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
開
設
さ
れ
る
無
線
局
の
み
に

使
用
さ
せ
る
第
百
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
広
域
専
用
電
波
に
係

使
用
さ
せ
る
第
百
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
広
域
専
用
電
波
に
係

る
こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
数
値
の
十
分
の

る
こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
数
値
の
十
分
の

一
に
相
当
す
る
数
値
と
す
る
。

一
に
相
当
す
る
数
値
と
す
る
。

別
表
第
八
（
第
百
三
条
の
二
関
係
）

別
表
第
八
（
第
百
三
条
の
二
関
係
）

無

線

局

の

区

分

金

額

無

線

局

の

区

分

金

額

一

三
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以

設
置
場
所
が
第
一
地
域

二
千
三
百
二
十
円

一

三
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以

設
置
場
所
が
第
一
地
域

二
千
七
百
五
十
円
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下
の
周
波
数
の
電
波
を

の
区
域
内
に
あ
る
も
の

下
の
周
波
数
の
電
波
を

の
区
域
内
に
あ
る
も
の

使
用
す
る
無
線
局
の
う

設
置
場
所
が
第
二
地
域

千
三
百
八
十
円

使
用
す
る
無
線
局
の
う

設
置
場
所
が
第
二
地
域

二
千
百
八
十
円

ち
使
用
す
る
電
波
の
周

の
区
域
内
に
あ
る
も
の

ち
使
用
す
る
電
波
の
周

の
区
域
内
に
あ
る
も
の

波
数
の
幅
が
六
メ
ガ
ヘ

設
置
場
所
が
第
三
地
域

四
百
四
十
円

波
数
の
幅
が
六
メ
ガ
ヘ

設
置
場
所
が
第
三
地
域

千
七
百
二
十
円

ル
ツ
を
超
え
る
も
の

の
区
域
内
に
あ
る
も
の

ル
ツ
を
超
え
る
も
の

の
区
域
内
に
あ
る
も
の

設
置
場
所
が
第
四
地
域

二
百
六
十
円

設
置
場
所
が
第
四
地
域

千
六
百
五
十
円

の
区
域
内
に
あ
る
も
の

の
区
域
内
に
あ
る
も
の

二

一
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
以
外
の
無
線
局

千
三
百
八
十
円

二

一
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
以
外
の
無
線
局

二
千
百
八
十
円

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
「
設
置
場
所
」
、
「
第
一
地
域
」
、
「
第
二
地

備
考

域
」
、
「
第
三
地
域
」
又
は
「
第
四
地
域
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第

一

こ
の
表
に
お
い
て
「
設
置
場
所
」
、
「
第
一
地
域
」
、
「
第
二
地

六
備
考
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
設
置
場
所
、
第
一
地
域

域
」
、
「
第
三
地
域
」
又
は
「
第
四
地
域
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表

、
第
二
地
域
、
第
三
地
域
又
は
第
四
地
域
を
い
う
。

第
六
備
考
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
設
置
場
所
、
第
一

地
域
、
第
二
地
域
、
第
三
地
域
又
は
第
四
地
域
を
い
う
。

二

人
工
衛
星
局
の
免
許
人
が
当
該
人
工
衛
星
局
が
使
用
す
る
電
波
の

周
波
数
と
同
一
の
周
波
数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
無
線
局
で
あ
つ

て
、
陸
上
に
開
設
す
る
も
の
に
係
る
こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額

は
、
千
六
百
十
円
と
す
る
。
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○
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
一
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
三
十
四
条

前
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
電
波
法
第
四
条
（

第
三
十
四
条

前
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
電
波
法
第
四
条
（

第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
五
条
、
第
二
十
七
条

第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十

の
二
、
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
、
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三

五
条
、
第
二
十
七
条
の
二
、
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
、
第
三
十
八
条
の

項
、
第
三
十
八
条
の
二
十
第
二
項
、
第
三
十
八
条
の
二
十
一
第
三
項
、
第
三

七
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
八
条
の
二
十
第
二
項
、
第
三
十
八
条
の
二

十
八
条
の
二
十
二
第
二
項
、
第
三
十
八
条
の
二
十
三
第
二
項
、
第
三
十
八
条

十
一
第
三
項
、
第
三
十
八
条
の
二
十
二
第
二
項
、
第
三
十
八
条
の
二
十
三
第

の
二
十
八
第
二
項
、
第
三
十
八
条
の
三
十
第
四
項
、
第
七
章
、
第
九
十
九
条

二
項
、
第
三
十
八
条
の
二
十
八
第
二
項
、
第
三
十
八
条
の
三
十
第
四
項
、
第

の
二
並
び
に
第
百
三
条
の
二
第
十
一
項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
四
十
二
項
ま

七
章
、
第
九
十
九
条
の
二
並
び
に
第
百
三
条
の
二
第
十
一
項
及
び
第
十
七
項

で
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は

か
ら
第
四
十
二
項
ま
で
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）

、
同
法
第
四
条
第
二
号
中
「
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
条
第
二
号
中
「
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第

す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第

す
る
場
合
及
び
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の

互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
一
号
。
以
下
「

結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

相
互
承
認
実
施
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

百
十
一
号
。
以
下
「
相
互
承
認
実
施
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
」
と
、
「
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
」
と
、
「
第
三
十
八
条
の
三

て
準
用
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い

十
一
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八
条
の
三

て
準
用
す
る
場
合
及
び
相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

十
一
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
三
条

り
適
用
さ
れ
る
場
合
」
と
、
同
法
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
中

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
」
と
、
同
法
第
三
十
八
条
の
七
第

「
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は

二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

「
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
相
互
承
認

場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

実
施
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合

場
合
及
び
相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

」
と
、
「
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
」
と
あ

て
適
用
さ
れ
る
場
合
」
と
、
「
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い
て
準

る
の
は
「
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
相

用
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八
条
の
三
十
一
第
六
項
に
お
い
て
準

互
承
認
実
施
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
」
と

用
す
る
場
合
及
び
相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適

、
同
法
第
百
三
条
の
二
第
十
一
項
中
「
第
三
十
八
条
の
二
十
六
（
外
国
取
扱

用
さ
れ
る
場
合
」
と
、
同
法
第
百
三
条
の
二
第
十
一
項
中
「
第
三
十
八
条
の
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業
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八
条
の
二

二
十
六
（
外
国
取
扱
業
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は

十
六
（
外
国
取
扱
業
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
、
相
互
承
認
実
施

「
第
三
十
八
条
の
二
十
六
（
外
国
取
扱
業
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
第
三
十
八
条
の
二
十
六

）
、
相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
第

（
外
国
取
扱
業
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
す
る
ほ
か
、
必
要

三
十
八
条
の
二
十
六
（
外
国
取
扱
業
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
」

な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。




